
[50] 부분번역 

乳幼児健康診断対象者確認書(検診機関提示用) 

氏 名  住民登録番号  

証番号  所属支店  

検診時期及び検診期間 

検診時期 検診期間 受診有無 

4カ月 健康診断(生後4～6カ月)  完了/期間経過/対象 

9カ月 健康診断(生後9～12カ月)  “ 

18カ月 
健康診断(生後18～24カ月)  “ 

口腔検診(生後18～29カ月)  “ 

30カ月 健康診断(生後30～36カ月)  “ 

42カ月 
健康診断(生後42～48カ月)  “ 

口腔検診(生後42～53カ月)  “ 

54カ月 
健康診断(生後54～60カ月)  “ 

口腔検診(生後54～65カ月)  “ 

66カ月 健康診断(生後66～71カ月)  “ 

検査項目 

乳幼児健康診断 乳幼児口腔検診 

○ 問診及び診察：視覚問診、ペンライト検査、聴覚問診、視力検査、感染問診 

○ 身体計測：身長、体重(体質量指数)、頭囲 

○ 健康教育及び相談：安全事故予防、栄養、乳幼児突然死症候群予防、口腔、トイ

レトレーニング、電子機器・メディアへの露出、情緒・社会性、

個人衛生、就学前準備 

○ 発達評価及び相談：韓国乳幼児発達選別検査(K-DST)ツールによる検査・相談 

○ 診察及び相談 

○ 歯科検診 

○ その他の検査と問診 

○ 口腔保健教育(保護者・幼児) 

すべての検診費用には本人負担金がありません。 

以上のように、乳幼児健康診断対象者であることを確認します。 

.    .    . 

国民健康保険公団            支店長(職印) 

 

注) 1. 乳幼児健康診断は生後4カ月から71カ月まで計10回(口腔検診3回を含む)受けられます。 

2. 検診回数を超えて検診を受けた場合は該当検診費用が請求されます。 

3. 乳幼児健康診断票を紛失された場合は国民健康保険公団(お問い合わせ電話:顧客センター1577-1000)まで再

発行をお申し込みください。なお、国民健康保険公団ホームページ(www.nhis.or.kr)から検診対象者、検診機関、

検診結果などがご確認できます。  

4. 健康保険加入者の検診費用は公団が負担し、医療給与の受給権者の検診費用は国家と保健機関が全額負担

するため、自己負担額なく乳幼児健康診断が受けられます。 

5. 9カ月検診からの発達選別検査の結果「深化評価勧告」と判定された医療給与受給権者と健康保険料賦課金額

下位30%以下の健康保険加入者は、国家より発達精密検査費用の支援を受けられますので、管轄の保健所（保

険医療院）までお問合せください。 

 

* 乳幼児検診機関は国民健康保険公団ホームページ 

(www.nhis.or.kr)または支店(全国共通1577-1000)にて 

ご確認ください。 

住所印刷部分 
 

 

乳幼児検診票の代替用です。 

 


